
さぬき市議会　会議結果の報告

さぬき市固定資産評価審査委員会委員の任期
満了に伴い、次の委員が選任されました。

さぬき市の国民健康保険税について

公文書の公開状況等について

【問】総務課　☎（087）894-1111

【問】総務課　☎（087）894-1111

さぬき市議会 検　索 【問】議事課　☎（０８７）８９４-１１２０

　令和２年さぬき市議会第１回臨時会が５月１５日に開かれ、市長
提出議案７件を承認・原案可決しました。 
○議決した議案等は次のとおり。 
＜市長提出議案＞
・専決処分の承認について（さぬき市税条例等の一部改正）
・専決処分の承認について（さぬき市国民健康保険税条例の一部改正）
・専決処分の承認について（さぬき市税条例の一部改正）
・専決処分の承認について（さぬき市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）
・専決処分の承認について（令和２年度さぬき市一般会計補正予算（第２号））
・専決処分の承認について（令和２年度さぬき市一般会計補正予算（第３号））
・令和２年度さぬき市一般会計補正予算（第４号）について
※「議案」および「議案に対する各議員の賛否」を市ホームページの「議
会の記録」のページに掲載していますので、ご覧ください。

固定資産評価審査委員会
委員について

※複数の処理内容が発生する場合があるため、請求件数と処理内容の合計が一致しない場合があります。

固定資産評価審査委員会
【任期：R2.5.22～R5.5.21】
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志 度
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造 田 宮 西

さぬき市情報公開条例の規定により、令和元年度情報公開請求件数などを公表します。

市長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業管理者
議会

合　計

請求
件数 取下げ全部開示 非開示 部分開示 不存在 存否応答拒否 審査請求
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処理内容実施機関

情報公開制度

さぬき市個人情報保護条例の規定により、令和元年度個人情報開示請求件数などを公表します。

市長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業管理者
議会 

合　計

請求
件数 取下げ全部開示 一部開示 不開示 開示拒否 不存在 審査請求

13
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処理内容実施機関

個人情報保護制度

　国民健康保険税は、地方税法およびさぬき市国民健康保険税条例に基づき、国民健康保険の被保険者（加入すべき人）の世帯の
世帯主に課税され、国民健康保険に要する費用などに充てられます。

国民健康保険税の内容
（1） 「基礎課税額」（医療保険分）・・・病気、けが、出産時等の保険給付のための費用で、加入者全員（0歳～74歳）が負担します。
（2） 「後期高齢者支援金等課税額」・・・後期高齢者医療制度を支える費用で、加入者全員（0～74歳）が負担します。
（3） 「介 護 給 付 金 課 税 額 」・・・介護が必要になったときのための費用で、加入者のうち40～64歳が負担します。

令和2年度さぬき市国民健康保険税額の計算方法
　国民健康保険税は、上記の「基礎課税額」「後期高齢者支援金等課税額」「介護給付金課税額」を合算して算出します。
（1） 計算に必要なもの・・・「令和元年中の総所得金額」
（2） 次の表の計算式に世帯内の加入する人の数値を当てはめると、1年間（4月～翌年3月）の税額を試算できます。

軽減措置
所得額による軽減措置
　所得額が一定基準以下の額の場合は、均等割と平等割が軽減されます。（7割・5割・2割）
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置等
•所得額による軽減措置を受けている世帯から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合は、移行する人の所得や人数を含めて
算定する措置があります。

•後期高齢者医療制度へ移行する人がいることで国民健康保険の加入者が単身世帯になった場合は、一定の期間、基礎課税額と
後期高齢者支援金等課税額の軽減措置があります。

•社会保険等加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより被扶養者でなくなった人（65歳以上）が国民健康保険に加入し
た場合は、一部免除および軽減措置があります。

納期限（令和2年度）

※年度途中の加入や過去分の納期は異なる場合がありますので、納税通知書でご確認ください。

年金からの天引き（特別徴収）について
　世帯主が国民健康保険の被保険者で、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であり、特別徴収の対象
となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないときは、世帯主の
年金から国民健康保険税が天引きされます。ただし、年度途中で世帯主が75歳に到達する場合は、その年度は普通徴収（窓口納
付・口座振替納付）になります。
　なお、特別徴収についての詳しい内容は、市ホームページ内「国民健康保険税」に掲載しています。

【問】税務課　☎（087）894-111８

納付方法＼納期
普通徴収

1期
7/31

2期
8/31

3期
9/30

4期
11/2

5期
11/30

6期
12/25

7期
2/1

8期
3/1

区　　分
構　成 説　　　明

① 所得割

② 均等割
③ 平等割
限度額

①＋②＋③

合　　計

基準総所得額
×7.5％

基準総所得額
×1.8％

加入者数×6,000円
4,500円
19万円
B

基準総所得額
×1.6％

加入者数×8,000円
4,500円
17万円
C

A＋B＋C＝国民健康保険税・年額
※概算のため、実際の税額と異なる場合があります。

基 礎 課 税 額
（医療保険分）

後 期 高 齢 者
支援金等課税額

介 護 給 付 金
課 　 税 　 額

・基準総所得額＝令和元年中総所得
金額－基礎控除額(33万円)
・加入者ごとに計算して合計

・加入者数×各区分の税額
・１世帯当たりの税額
・各区分の限度額（上限）

加入者数×28,000円
27,000円
63万円
A

※資産割については、令和２年度から算定方式の変更により廃止となりました。

7 2020.7　広報さぬき 6広報さぬき　2020.7

くらしのお知らせ


